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平成２８年（２０１６年）１０月５日 

建 設 委 員 会 資 料 

都市政策推進室グローバル戦略推進担当 

 

 民泊の動向及び今後の方向性について 

 

住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する「民泊」について、

区内の状況や国等の動向を踏まえ、今後の取り組みの方向性について報告する。 

 

１． 民泊の概要について 

 

民泊とは、住宅の全部または一部を活用して、宿泊場所として提供するサー

ビスで、空き室を短期で貸したい人と旅行者とをマッチングするビジネスが世

界的に普及しており、我が国においても訪日外国人旅行客の増加に伴い高まる

宿泊需要に応えるものとして注目されている。 

一方、実態が先行し、旅館業の許可を得ずに営業している事例が散見される

とともに、感染症まん延防止やテロ防止の適正な管理等、安全面や衛生面など

の問題が懸念されているところである。また、民泊を反復継続して有償で行う

場合、旅館業法上の許可が必要であるにも関わらず、無許可で実施される違法

な民泊も広がっており、自治体においてはそれらの対応が急務となっている。 

 

２．民泊を取り巻く状況 

 

（１）区内の状況 

民泊については、主にインターネットを通じてサービスが提供されている実

態を受け、インターネット仲介サイトを対象に区内での立地状況について調査

を行った（別紙参照）。 

部屋数で延べ６００件を超える物件の登録が確認された。適正に民泊を行う

ため、平成２８年４月１日から旅館業法における「簡易宿所」の面積基準が緩

和されたが、平成２８年９月現在、これによる許可を受けた物件はなかった。 

また、旅館業法を管轄する保健所には、民泊に関する相談・苦情等が寄せら

れている（別紙参照）。 

 

（２）国の動向 

民泊に係る課題を検討するために厚生労働省及び観光庁に設置された「民泊

サービスのあり方に関する検討会」の最終報告書が公表され、今後の民泊の制
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度設計のあり方が示された。本報告書に基づき、新たな法制化が検討されてい

る。 

 

（３）国家戦略特別区域における民泊 

国家戦略特別区域において民泊を制度化している自治体は、現時点で大田区

と大阪府・大阪市である。政令で定められている最低宿泊日数を６泊７日から

２泊３日に引き下げる要件緩和の検討がなされている。 

 

３．今後の取り組みの方向性について 

 

（１）基本的な考え方 

中野区が集客力と発信力のあるグローバル都市を目指していく上で、外国人

を含む来街者の滞在施設を整備・誘導していくことが課題となっている。区と

しては、都市再生の中での滞在施設の誘致や計画・整備に加え、既存の住宅を

活用した宿泊サービス「民泊」の誘導も課題解決の有効な方策と捉えており、

この民泊に係る制度設計や整備を行っていく。 

区内における民泊は、立地状況調査や相談・指導等の状況から明らかなよう

に、実態が先行しており、旅館業法上の簡易宿所の許可を得ずに営業している

民泊が多数立地している。全てが安全性や衛生面に問題があるとは言い難いが、

無許可である以上適正とは言えず、国における法制化を待たずに適切に対処し

ていく必要がある。 

こうした状況を踏まえ、今後も民泊の実態把握に努め、安全で良質な民泊を

誘導するため、現行制度下での民泊の適正化に向けた指導の徹底とともに、都

市観光施策における連携方策の検討、新たな法制化への対応を進めていく。 

 

（２）今後の取り組みの方向性 

①民泊の実態把握と適正化に向けた指導の徹底 

既存の住宅を活用した宿泊サービスは、宿泊の目的や形態、料金徴収の有無

などによって区分されるものであり、反復継続して有償で行われる民泊につい

ては、現行では旅館業法上の簡易宿所の許可が必要である。 

無許可で営業している民泊については、今般、厚生労働省及び国土交通省か

ら警察庁に対して、各都道府県警察が、保健所と連携し取り締まるよう通知し

たところである。これを受け、区は旅館業法に基づき、警察と連携しながら、

適正化に向けて指導する。また、今後厚生労働省の実施する民泊施設実態調査

の結果の検討、町会等の地域からも違法民泊の可能性がある施設についての情

報提供を依頼するなど、民泊の実態把握に努めていく。 
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②都市観光施策との連携方策の検討 

（ア）利用者の視点に立った民泊の仕組みづくり 

 利用者が安心して民泊を選べる仕組みづくりに向け、民泊に係る施設やサー

ビス内容といった情報提供のあり方などについて検討する。 

（イ）地域との連携方策の検討 

安全で良質な民泊の誘導にあたって、都市観光イベントとの連携による利用

促進や地元商店街との連携などの方策を検討する。 

 

③区としての新たな法制化等への対応 

（ア）新たな法制化への対応 

新たな民泊の法制化や国家戦略特別区域における民泊の要件緩和を見据え、

条例において規定する事項や制度運用に係るガイドラインの検討などを進めて

いく。 

（主な検討事項） 

○ 居住環境衛生を確保するための事業対象区域の検討 

○ 法令や条例に基づく手続きやガイドライン等の整備 

○ 近隣住民への周知、対応などの方策 

（イ）関連施策との整合性検討 

 空き家対策など、関連する施策との整合性を検討する。 
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別紙 

 

区内に係る民泊の状況について 

 

１．民泊に係る区内の立地状況調査結果 

（１） 調査目的 

    近年注目が高まっている民泊施設の区内での実態を把握し、宿泊客と

周辺住民の安心・安全の確保と周辺住民の生活環境との調和が図られた

宿泊施設の拡充のあり方についての検討につなげる。 

    なお、本調査における民泊施設とは、調査対象とした民泊仲介サイト

に掲載されている施設とする。 

 

（２） 調査方法 

民泊仲介サイト（６件）における中野区内物件（部屋単位）の件数等を

ウェブ上で検索。 

 

（注） 

・民泊サイトの物件については重複されて掲載されている可能性があり、

重複件数については不明。 

・物件の件数については部屋単位で計上しているので、同一建物であって

も複数計上されている場合がある。 

・物件の位置については各サイトの地図情報を元に分類、道路上に表記さ

れているものについてはより近い番地のものとして計上。 

 

（３） 対象期間 

平成２８年６月～７月に掲載された物件 

 

（４） 調査対象 

区内における掲載件数が一定数以上確認された６つの仲介サイトを調

査の対象とした。 

Ａｉｒｂｎｂ 

ＨｏｍｅＡｗａｙ 

Ｒｏｏｍｏｒａｍａ 

ＶＲＢＯ 

Ｗｉｎｄｕ 

住百家 
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（５） 調査結果 

(ア) 掲載物件数（各サイトの合計６１０件） 

仲介サイト名 件数 

Ａｉｒｂｎｂ ４３４件 

ＨｏｍｅＡｗａｙ ９９件 

Ｒｏｏｍｏｒａｍａ ５４件 

ＶＲＢＯ １２件 

Ｗｉｍｄｕ ４件 

住百家 ７件 

 

 

(イ) 地域別物件数 

住所別に民泊の実施状況を見ると、中野、東中野以南のエリアに４１４件

（６８％）と集中していることが見て取れる。 

 
 

 

 

 

 

 

本町,  

100件, 16% 

中野,  

88件, 14% 

弥生町,  

67件, 11% 
東中野,  

64件, 10% 

中央, 

 56件, 9% 

沼袋,  

50件, 8% 

丸山, 46件, 8% 

南台, 39件, 6% 

上高田, 

 33件, 5% 

鷺宮, 15件 

上鷺宮, 11件 

野方, 10件 

新井, 10件 

大和町, 8件 

江原町, 4件 

江古田, 3件 

松が丘, 3件 

白鷺, 2件 

若宮, 1件  

地域別物件数 
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(ウ) 施設タイプ別件数 

民泊が行われている住宅については集合住宅が４４７件（７３％）と多

く、戸建の１２６件（２１％）と比べると圧倒的に集合住宅の割合が高く

なっている。 

 

(エ) 用途地域別物件数 

ホテル・旅館を建てることができない第１種低層住居専用地域、第１種

中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域で営業しているとみられ

る物件は３１６件（５２％）である。 

 

第１種低層 

住居専用地域,  

73件, 12% 

第１種中高層 

住居専用地域, 

 240件, 39% 

第２種中高層 

住居専用地域,  

3件 

第１種住居地域, 

40件, 7% 

近隣商業地域,  

159件, 26% 

商業地域,  

89件, 15% 

準工業地域,  

6件 

用途地域別物件数 

戸建,  

126件, 21% 

集合住宅,  

447件, 73% 

不明,  

37件, 6% 

施設タイプ別件数 
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(オ) 最低宿泊日数 

最低宿泊日数とは民泊実施者が設定した宿泊可能な最低日数のことで

あり、中野区においては１泊から宿泊できるものが最も多くなっている。 

 

 

(カ) １泊当たりの料金 

宿泊価格については３，００１円～６，０００円の価格帯が元も多く、

３，０００円以下と合わせると６割以上が６，０００円以下で宿泊可能。 

 

1泊, 

 216件, 35% 

2泊,  

123件, 20% 

3泊～5泊,  

131件, 22% 

6泊～10泊,  

23件, 4% 

11泊～, 

 105件, 17% 

変動・不明, 

 12件, 2% 

最低宿泊日数 

101件 

273件 

116件 

49件 

15件 19件 11件 6件 20件 

0件 

50件 

100件 

150件 

200件 

250件 

300件 

１泊当たりの料金 
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２．保健所における相談・指導等の状況 

  平成２８年４月から８月までに生活環境担当へ寄せられた「民泊」を含む

旅館業の相談・苦情等は次のとおりである。 

（１） 開設相談 ９３件 

これらのうち、開設を検討している物件の情報が得られたものは３７件で

ある。物件の種類は、集合住宅の一部が１６件と最も多く、雑居ビルの改装

が９件、一軒家が８件である。ほとんどが簡易宿所としての営業を検討して

いるものである。 

（２） 苦情施設   １２件 

ほとんどが近隣住民によるものであり、内容は外国人等、不特定の者が多

数出入りしていることへの不安や騒音、ごみの放置といったことが多い。所

在地が特定できた１０件の施設については、担当職員が当該施設へ訪問して

口頭若しくは文書により、旅館業法に基づく指導を行っている。なお、無許

可「民泊」には、警察と連携して対応することを中野・野方両警察署と申し

合わせている。 

指導の結果、営業を止めると意思表示があったもの３件、許可取得に向け

指導中が１件、対象者からの連絡待ちが６件である。 


	303 民泊の動向及び今後の方向性について
	(別紙）区内に係る民泊の状況について

